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令和 6年台風第 10号に伴う災害の被災者に係る

公費負担医療の取扱いについて

健康行政、社会福祉行政及び援護行政につきましては、日頃から多大なる御協力を

賜り心から御礼申し上げます。

標記災害による被災に伴い、関連書類等を紛失あるいは家庭に残したまま避難して

いること等により、公費負担医療を受けるために必要な手続をとることができない方

がいらっしゃる場合も考えられます。

つきましては、そのような場合においても、被災者の保護及び医療の確保に万全を

期す観点から、各制度について、当面別紙 1のとおり、被爆者健康手帳や患者票等が

なくとも、①別紙の各制度の対象者であることを申し出、②氏名、③生年月日、④住

所等を確認することにより受診できるものとし、緊急の場合は、指定医療機関以外の

医療機関でも受診できる取扱いといたします。また、当該被災者に係る公費負担医療

の請求等の取扱いについては、別紙2のとおり取り扱われるようお願いします。

なお、 （公社）日本医師会等に対しましても、この取扱いにつき、協力依頼を行う

予定であることを申し添えます。

また、被保険者証等を保険医療機関に提示できない場合の取扱いについては、当省保

険医療担当部局から、別添のとおり事務連絡「令和 6年台風第10号に伴う災害の被災者

に係る被保険者証等の提示等について」が発出されていることを併せて申し添えます。


















